	社用印章取扱規程
	
	業（規）－（総）－０１

	
	
	　　全　　　　社

	
	
	２００５年　８月３１日




（目　的）
第１条　　この規程は、社用印章の調整・登録・交付・使用・捺印手続及び保管・廃棄等について定めたものである。

（定　義）
第２条　　この規程で社用印章とは、会社において発行する文章等に会社の意思表示を確証する印影を生じさせるものをいう。

（管理者）
第３条　　社用印章の調整・登録・交付等に関する責任者は総務部長とする。

（社用印章の種類）
第４条　　社用印章の種類は会社印、社長印（実印）、社長印（認印）、工場長印とする。

（調整・改印・交付）
第５条　　社用印章の調整又は改印が生じたときは、総務部長の承認を得て社用印章を作成する。

（規格）
第６条　　社用印章の形状・寸法・材質等については、総務部長において定める。

（印鑑の管理）
第７条　　総務部長は各印鑑を管理する。

（社用印章の法務局登録）
第８条　　代表取締役印は、総務部長が法務局に登録手続きを行う。

（社用印章の社外への届出）
第９条　　社用印章を社外に届出る必要がある場合は、総務部長が所定の申請書により申請し、工場長の承認を得るものとする。

（社用印章の捺印）
第10条　　社用印章の捺印が必要の場合は、所管部長が所定の申請書により申請し、工場長の承認を得て総務部長が捺印する。ただし、定期的又は定型的に提出する書類等は、工場長の承認を不要とし総務部長が捺印するものとし、詳細については別表「捺印申請基準書」によるものとする。

（印影の印刷）
第11条　　辞令、請求書等に代表取締役印、会社印の印影をあらかじめ印刷する必要があるものについ
　　　　 ては、総務部長が所定の申請書により申請し、工場長の承認を得るものとする。

（紛失、盗難の場合の処置）
第12条①　総務部長は社用印章の紛失、盗難があった場合には、直ちにその詳細な経緯を工場長に届け
出なければならない。　　　
       ②　総務部長は工場長の承認を得た場合は、速やかに改印手続きその他適切な応急処置を講じなければならない。　
　
（規程の管理）
第13条　　この規程の管理責任者は総務部長とする。
　　　

付　　則
　　
①　この規程は、２００５年　８月３１日より施行する。
②　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
③　２０１６年１０月　１日　一部改訂
④　２０２６年　４月　１日　一部改訂
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